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i n f o r m a t i o n

個
人
住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の

申
告
に
つ
い
て

　
市
民
税
課

☎
9
7
3
―

5
3
8
2
 

　
平
成
１８
年
末
ま
で
に
入
居
さ
れ
、す
で
に
所

得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
適
用
を
受
け
て

い
る
方
で
、平
成
１９
年
分
の
所
得
税
か
ら
差

し
引
き
で
き
な
か
っ
た
方
は
、差
額
分
を
住
民

税
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
申

告
が
必
要
で
す
。

○
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
な
い
方

【
申
告
期
間
】

平
成
２０
年
1
月
３１
日（
木
）〜
3
月
１７
日（
月
）

【
申
告
場
所
】

平
成
２０
年
度
市
県
民
税
申
告
会
場

（
広
報
1
月
号
Ｐ
１４
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
）

【
申
告
書
類
】

　
市
県
民
税
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

申
告
書
（
申
告
会
場
及
び
市
民
税
課
に
準
備

し
て
い
ま
す
。
）

【
添
付
書
類
】
源
泉
徴
収
票

○
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方

【
申
告
期
限
】

平
成
２０
年
3
月
１７
日
ま
で

【
申
告
場
所
】

　
平
成
１９
年
分
確
定
申
告
会
場

　（
沖
縄
商
工
会
議
所
ホ
ー
ル
）

【
申
告
書
類
】

　
市
県
民
税
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除

申
告
書
（
申
告
会
場
に
準
備
し
て
い
ま
す
。
）

を
確
定
申
告
書
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

うるま市総務部納税課
☎973－1099

沖
縄
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
沖
縄
税
務
署

☎
9
3
8
―

0
0
3
1
 

　
平
成
１９
年
分
所
得
税
等
の
確
定
申
告
会
場

は
「
沖
縄
商
工
会
議
所
ホ
ー
ル
」
で
す
。
申
告

は
お
早
め
に
！

e
-T

a
x

（
電
子
申
告
）を
利
用
す
る
と
便
利
で

す
！

【
と
　
き
】
2
月
1
日
〜
3
月
１７
日
ま
で

　
　
　
　（
土
日
祝
祭
日
除
く
）

【
と
こ
ろ
】
沖
縄
商
工
会
議
所
ホ
ー
ル

　
　
　
　（
沖
縄
市
中
央
4
―

1
5
―

2
0
）

平
成
１９
年
度
叙
勲
・
褒
章
顕
彰
式
典

並
び
に
合
同
祝
賀
会

　
秘
書
広
報
課

☎
9
7
3
―

5
0
7
9
 

　
平
成
１９
年
中
に
叙
勲
・
褒
章
を
受
章
さ
れ

た
方
の
顕
彰
式
典
並
び
に
合
同
祝
賀
会
を
行

い
ま
す
。
多
く
の
皆
さ
ま
の
お
越
し
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

顕
彰
式
典
� 

【
と
 
き
】２
月
20
日（
水
）　
午
後
２
時

【
と
こ
ろ
】
市
き
む
た
か
ホ
ー
ル

【
参
加
費
】
無
料
�

合
同
祝
賀
会
� 

【
と
　
き
】２
月
20
日（
水
）　
午
後
３
時
30
分

 
　
※
顕
彰
式
典
終
了
後
に
は
じ
め
ま
す
。
�

【
と
こ
ろ
】シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
中
ホ
ー
ル

【
会
　
費
】チ
ケ
ッ
ト（
２
０
０
０
円
）を
２
月
15

日
ま
で
に
事
前
に
ご
購
入
く
だ
さ
い
。

【
ご
購
入
方
法
】
う
る
ま
市
役
所
本
庁
３
階
秘

書
広
報
課
に
て
チ
ケ
ッ
ト
を
販
売
し
て
お
り

ま
す
。（
お
電
話
で
も
受
付
し
て
お
り
ま
す
。
）

叙
勲
・
褒
章
受
章
者

（
故
）我
謝
秀
信
氏
　（
故
）新
屋
盛
次
氏

座
喜
味
繁
氏
　
義
田
充
氏
　
嘉
陽
宗
吉
氏

藏
當
眞
徳
氏
　
照
屋
守
謹
氏
　
上
原
記
子
氏

（
故
）伊
波
隆
氏
　
崎
山
喜
邦
氏
　
東
江
暁
氏

安
田
恵
美
子
氏
　
平
良
正
三
氏
　
知
念
節
子
氏

上
原
政
英
氏
　
花
城
康
信
氏
　
松
井
正
俊
氏

（
故
）吉
濱
清
治
氏
　
饒
波
正
宏
氏

※
受
章
年
月
日
順
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　うるま市納税課では平成19年11月～12月の2か月

間を市税の納付推進月間と定め、納付の推進（電話等

による催告・口座振替の推進等）・滞納整理強化【不動

産（土地・建物・預金）の差押え】に取り組んできましたが、

うるま市の納付率は平成19年11月末現在県内11
市中最下位・全41市町村中37位となっており、
大変厳しい状況にあります。

　納税課では、これまで滞納している市民に対し電話及

び文書による催告を行い、自主納付に期待もしてまいりま

した。

　しかしながら、この納付率の低さは納期内納付をしてい

る多くの市民との公平性を欠くことから看過できる状況で

はないと判断せざるを得ません。

　ご承知のように健全な行政運営を行うには市民皆様

が納める税金が重要な自主財源であり、税金の納付額

が少ないと行政運営が予定どおり行えなくなります。税は

自主納付が原則であることは充分認識しておりますが、

納税課としては更なる滞納処分強化策として、これまで

以上の差押え及び不動産公売・車のタイヤ
ロックを行ってまいります。
　市民の皆様には納め忘れがないか、今一度納付書を

ご確認いただき、納期限が過ぎている場合は、うるま市

役所本庁・石川・勝連・与那城の各支所で納付書を再

発行後納付されますようお知らせ致します。尚、税の分割

納付等、納税についての相談も常時受け付けております。

早めの相談をお願いいたします。

市税がピンチ！！市税がピンチ！！市税がピンチ！！


